
第 101 号議案

令和 4年度仙台市一般会計補正予算（第 6号）

令和 4年度仙台市の一般会計補正予算（第 6号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,498,197千円を追加し，歳入歳出予算の総�

額を歳入歳出それぞれ620,481,326千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の�

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2条　債務負担行為の補正は，「第 2表　債務負担行為補正」による。

（市債の補正）

第 3条　市債の補正は，「第 3表　市債補正」による。
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第 2表

債　務　負　担　行　為　補　正

事　　　　　　　項 期　　　間
限　　　　度　　　　額

補正前の額 補　正　額 計

防 災 行 政 用 無 線 運 用 事 業 令 和 5 年 度
千円 千円

237,000
千円

237,000

津 波 避 難 施 設 等 構 造 計 算 事 業 令 和 5 年 度 10,000 10,000

第 3表

市　　　債　　　補　　　正

起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円 ％

社会福祉施設�
災 害 復 旧 費 100,000 129,400 229,400

普通貸借又は�
証券発行（他�
の地方公共団�
体との共同発�
行を含む｡）に�
よる。証券発�
行の場合の発�
行価格は，額�
面100円 に つ�
き98円以上と�
する。

9.0以内
（ただし，利率見直
し方式で借り入れる
公的資金について,
利率の見直しを行っ
た後においては，当
該見直し後の利率）

起債年度から据置期�
間を含め30年以内�
に元利均等その他の�
方法により償還す�
る。ただし，融通条件
又は財政の都合に�
より，償還年限を短�
縮し，又は借り換え�
ることができる。

土 木 施 設�
災 害 復 旧 費 1,062,000 407,400 1,469,400 同　　　上 同　　　上 同　　　上

合　　　 計 62,626,400 536,800 63,163,200
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第 102 号議案

令和4年度仙台市下水道事業会計補正予算（第 1号）

（総　則）

第 1条　令和 4年度仙台市下水道事業会計の補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2条　令和 4年度仙台市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3条に定めた収益的

支出の予定額を，次のとおり補正する。

� （科　　目）� （既決予定額）� （補正予定額）� （ 計 ）

支　　　　　出
　第 1款　下 水 道 事 業 費 用 � 33,698,430千円� � 871,974千円� 34,570,404千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用 � 31,051,246千円� � 871,974千円� 31,923,220千円

（債務負担行為）

第 3条　予算第 5条に定めた債務負担行為をすることができる期間及び限度額を，次のとおり補

正する。

事　　　項
期　　　間 限　　　　　度　　　　　額

補正前 補正後 既決予定額 補正予定額 計
千円 千円 千円

（3）�下 水 道
建 設 事 業

令和 5年度から
令和 8年度まで

令和 5年度から
令和 9年度まで 16,349,000 3,049,000 19,398,000
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第 103 号議案

令和 4年度仙台市自動車運送事業会計補正予算（第 1号）

（総　則）

第 1条　令和 4年度仙台市自動車運送事業会計の補正予算（第 1号）は，次に定めるところによ�

る。

（収益的収入及び支出）

第 2条　令和 4年度仙台市自動車運送事業会計予算（以下「予算」という。）第 3条本文中「700,000

千円」を「600,000千円」に改め，収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

� （科　　目）� （既決予定額）� （補正予定額）� （ 計 ）
� � � （△減）

収　　　　　入
　第 1款　自動車運送事業収益� 9,530,113千円� 	 215,733千円� 9,745,846千円

　　第 2項　営　業　外　収　益� 3,035,298千円� � 215,733千円� 3,251,031千円

支　　　　　出
　第 1款　自動車運送事業費用� 10,701,902千円� 	 98,645千円� 10,800,547千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用 � 10,604,004千円� � 98,661千円� 10,702,665千円

　　第 2項　営　業　外　費　用� 47,888千円� △� 16千円� 47,872千円

（企業債）

第 3条　予算第 6条に定めた企業債の限度額を，次のとおり補正する。

� （起債の目的）� （既決予定額）� （補正予定額）� （ 計 ）
� � � （△減）
　（2）　特別減収対策企業債 � 700,000千円� △� 100,000千円� 600,000千円

（他会計からの補助金）

第 4条　予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を，次のとおり補正する。

� （項　　目）� （既決予定額）� （補正予定額）� （ 計 ）

　（9）　公共交通運行継続奨励金� 0千円� � 209,700千円� 209,700千円
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第 104 号議案

令和4年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算（第 1号）

（総　則）

第 1条　令和 4年度仙台市高速鉄道事業会計の補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2条　令和 4年度仙台市高速鉄道事業会計予算第 3条に定めた収益的支出の予定額を，次のと

おり補正する。

� （科　　目）� （既決予定額）� （補正予定額）� （ 計 ）
� � � （△減）

支　　　　　出
　第 1款　高速鉄道事業費用 � 23,128,868千円� � 421,148千円� 23,550,016千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用 � 21,022,211千円� � 463,263千円� 21,485,474千円

　　第 2項　営　業　外　費　用� 2,056,647千円� △� 42,115千円� 2,014,532千円
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第 105 号議案

令和 4年度仙台市ガス事業会計補正予算（第 1号）

（総　則）

第 1条　令和 4年度仙台市ガス事業会計の補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2条　令和 4年度仙台市ガス事業会計予算（以下「予算」という。）第 3条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

� （科　　目）� （既決予定額）� （補正予定額）� （ 計 ）
� � � （△減）

収　　　　　入
　第 1款　事 　 業 　 収 　 益 � 44,672,825千円� � 9,397,717千円� 54,070,542千円

　　第 1項　製 　 品 　 売 　 上 � 39,370,776千円� � 8,555,749千円� 47,926,525千円

　　第 3項　附 帯 事 業 収 益 � 2,637,024千円� � 841,968千円� 3,478,992千円

支　　　　　出
　第 1款　事　　　業　　　費� 40,559,501千円� � 9,506,244千円� 50,065,745千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用 � 35,196,766千円� � 8,959,521千円� 44,156,287千円

　　第 3項　附　帯　事　業　費� 2,351,182千円� � 773,487千円� 3,124,669千円

　　第 4項　営　業　外　費　用� 1,087,026千円� △� 226,764千円� 860,262千円

（たな卸資産購入限度額）

第 3条　予算第11条中「18,100,000千円」を「24,800,000千円」に改める。
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